
【表】申告の日程と会場

住
民
税（
市・県
民
税
）の
申
告
期
間
は
2
月
9
日
㈪
〜
3
月
16
日
㈪

税申告市・県
民
税
申
告
書
は
1
月
末
に
郵
送

市
・
県
民
税
は
、個
人
の
前
年
中
の
所

得
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。
1
月
1
日

現
在
、市
内
在
住
で
次
に
該
当
す
る
方
は

申
告
が
必
要
で
す（
所
得
税
の
確
定
申
告

を
す
る
方
は
申
告
不
要
）。

·
令
和
7
年
中
に
営
業
や
農
業
、そ
の
他

の
事
業
、不
動
産
、年
金
、利
子
、配
当

な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
方

·
会
社
員
で
給
与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た

方
や
令
和
7
年
中
に
退
職
し
た
方

·
日
給
者
で
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
な
い
方

·
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

（
所
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
国
民
健
康

保
険
税
を
算
定
す
る
資
料
と
し
て
必
要

と
な
り
ま
す
。）

▼
申
告
の
手
続
き

市
・
県
民
税
、国
民
健
康
保
険
税
の

申
告
会
場
の
開
設
予
定
は
下
表
の
と
お

り
で
す
。

な
お
、市・県
民
税
申
告
書
の
提
出
は

郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。
1
月
末
に

送
付
し
た
申
告
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る

返
信
用
封
筒
を
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
に
必
要
な
も
の

·
申
告
書

·
令
和
7
年
中
の
給
与
・
公
的
年
金
な

ど
の
源
泉
徴
収
票
、支
払
明
細
書
、

作
成
し
た
収
支
内
訳
書
な
ど
の
所
得

を
証
明
す
る
も
の

·
令
和
7
年
中
の
医
療
費
控
除
の
明
細

書
ま
た
は
医
療
費
通
知
、国
民
年
金

保
険
料・生
命
保
険
料・地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書

·
本
人
確
認
書
類〔
個
人
番
号（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）を
記
載
し
た
申
告
書
を
提

出
す
る
場
合
の
み
〕

▼
令
和
8
年
度
課
税（
今
回
の
申
告
か
ら
）

の
変
更
点

·
給
与
所
得
控
除
の
見
直
し

·
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設

·
各
種
扶
養
控
除
等
に
係
る
所
得
要
件

の
引
き
上
げ

問  

(市)
税
務
課
市
民
税
係

・上記の時間以外は受付できません。また、税務課窓口での受付もできません。
・みっきぃホール以外の会場は、会場受付のみとなります。
・ みっきぃホールでは、入場整理券が必要です。入場券はLINEアプリからの事前発券、または当
日の受付で発券できます。詳しくは12ページの「確定申告の受付をみっきぃホールで実施」の
●LINEによるオンライン事前予約を確認してください。

▲ 変更点の詳細
　こちら

令
和
８
年
度
申
告
分
か
ら

個
人
住
民
税（
市・県
民
税
）申
告
の
電
子
申
告
が
開
始

税申告ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
の
サ
イ
ト
か
ら
e
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
※

を
通
じ
て
、市・県
民
税
の
申
告
手
続
き
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

※
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
の
呼
称
で

す
。

▼
電
子
申
告
の
メ
リ
ッ
ト

・申
告
会
場
や
市
役
所
へ
出
向
く
必
要
が

無
く
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

か
ら
申
告
可
能
。

・24
時
間
、3
6
5
日
い
つ
で
も
申
告
可

能（
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
な
ど
の
時
間
帯
は

除
く
）。

　
　
〔
注
意
〕3
6
5
日
申
告
可
能
で
す
が
、

令
和
8
年
度
住
民
税
申
告
は
3
月
16

日
㈪
ま
で
に
申
告
を
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。

・デ
ー
タ
で
申
告
書
を
送
信
す
る
た
め
、

申
告
書
の
印
刷
や
郵
送
が
不
要
。

▼
事
前
に
用
意
す
る
も
の

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
パ
ス
ワ
ー
ド

２
種
類〔
署
名
用
パ
ス
ワ
ー
ド（
英
数

字
６
〜
16
文
字
）・利
用
者
証
明
用
パ

ス
ワ
ー
ド（
数
字
４
桁
）〕

・イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
可
能
な
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

・マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
の
イ
ン
ス

ト
ー
ル（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
申
告
す

る
方
）

・通
知
を
受
け
取
る
た
め
の
メ
ー
ル
ア
ド

レ
ス

・給
与
や
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど

の
収
入
が
確
認
で
き
る
も
の

・事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
が
あ
る
方
は

収
支
内
訳
書

・生
命
保
険
料
の
支
払
証
明
書
な
ど
所
得

控
除
の
た
め
の
証
明
書

・医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
医
療
費
通

知
や
医
療
費
控
除
の
明
細
書

・そ
の
他
控
除
を
受
け
る
た
め
の
証
明
書

問
(市)
税
務
課
市
民
税
係

▲ eLTAX
　ホームページ
　はこちら

▲ホームページ
　はこちら

県
で
は
、県
民
共
通
の
財
産
で
あ
る「
緑
」の
保
全・

再
生
を
社
会
全
体
で
支
え
、県
民
総
参
加
で
取
り
組

む
た
め
、平
成
18
年
度
か
ら「
県
民
緑
税
」を
導
入
し

て
い
ま
す
。

森
林
整
備
や
都
市
緑
化
を
さ
ら
に
進
め
る
た
め
に

課
税
期
間
を
令
和
12
年
度
ま
で
5
年
間
延
長
し
ま

す
。

▼
税
率（
年
額
）

   

・個
人
8
0
0
円

   

・法
人
2
，
0
0
0
円
〜
8
0
，
0
0
0
円（
均
等

割
額
の
10
％
相
当
額
）

▼
活
用
事
業

災
害
に
強
い
森
づ
く
り
、県
民
ま
ち
な
み
緑
化
事
業

問
(市)
税
務
課
市
民
税
係

「
県
民
緑
税
」の
課
税
期
間

が
延
長

納税

▲県ホームページ
　はこちら

月　日 時　間 会　場 対象地区

2月10日㈫ 午前9時30分～正午、
午後1時～3時 緑が丘町公民館　中会議室 青山、緑が丘町

2月13日㈮ 午前9時30分～正午、
午後1時～3時 自由が丘公民館　中会議室 西自由が丘、中自由が丘、

東自由が丘、自由が丘本町

2月24日㈫ 午前9時30分～11時30分 別所町公民館　団体室 別所町

2月25日㈬ 午前9時30分～11時30分 口吉川町公民館
健康相談室・団体室 口吉川町

2月26日㈭ 午前9時30分～11時30分 細川町公民館　講座室 細川町

2月27日㈮ 午前9時30分～11時30分 志染町公民館　研修室 志染町
（自由が丘、青山を除く）

2月9日㈪～
3月16日㈪
（平日のみ）

午前9時～午後4時 市役所　3階みっきぃホール
市内全域

午前9時～11時30分、
午後1時～3時

吉川支所
（吉川健康福祉センター2階）

みっきぃナビみっきぃナビ

相　
　
談

人
権
の
目

募
集
・
採
用

教
室
・
講
座

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室
・
講
座

子
育
て

施　
　
設

10広報みき 2026.211 三木市役所・〒673－0492 上の丸町10-30・☎82－2000　吉川支所・〒673－1192 吉川町大沢412・☎72－0180　【開庁時間】平日午前8時30分～午後5時




